
  
 

社会医学会レター 

第５６回日本社会医学会総会 ご案内（第３報） 

一般演題の締切が５月２０日になりました。 

いますぐ、演題を提出しましょう。 
学会長 石竹 達也（久留米大学医学部・教授） 

メインテーマ：「健康格差の縮小に向けて ～社

会医学の役割～」７月２５日（土）～２６日（日） 

ＨＰ http://www.conks.jp/jssm56/ 
特別企画が続々と決まってきました。以下いずれも仮題 

主なプログラムのハイライト： 

学会長講演：石竹達也「健康格差社会への対応 ＨＬＡ

の活用」 

特別講演：近藤克則「『健康の社会的決定要因』と健康格

差を巡る動向」 

教育講演１：櫃本慎一「地域包括ケア」 

教育講演２：伊香賀俊治「住居と健康」 

教育講演３：中澤正夫「フクシマのメンタルケア」 

シンポジウム：山本裕子・舟越光彦「危機にある『子ど

もと家族』への支援を問う」正木公子、松崎佳子ら 

ミニシンポ：田中智子・宮北隆志「労災と公害」 

ＨＬＡワークショップ：渡辺裕晃（５０名予定） 

 

演題申し込み：2015年 4月 1日～5月 20日 

抄録締め切り：2015年 5月 30日 

講演集原稿整理／印刷：2015年 6月中 

講演集発送：2015年 7月上旬 

目標参加者：150名 一般演題：50〜60題：若い研究者

（学生含む）の発表を歓迎 

参加費：3,000円（会員）、4,000円（非会員）、2,000円

（学生院生含む）  情報交換・交流会：4,000円 

お問合せ先：第 56回日本社会医学会総会 事務局 （久

留米大学医学部 環境医学講座内） 

〒830-0011 福岡県久留米市旭町 67番地 

TEL：0942-(31)-7552／FAX：0942-(31)-4370 

E-mail：kankyo@med.kurume-u.ac.jp 

日本社会医学会 2014-3号 2015年 4月 28日発行 

事務局 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 

名古屋大学情報科学研究科 宮尾研究室 

Tel/FAX:052-789-4363 miyao(at)nagoya-u.jp 

ホームぺージ： http://jssm.umin.jp/ 

 

日本社会医学会２０１４年度第２回理事会が京

都で開催されました。 

役員選挙（来年）の選管委員長を決定。 
日本社会医学会・理事会 ２０１５年４月４日（土）午後５～７時 

場所：京都市下京区 ベーコンラボ京都駅４Ｆ会議室 

出席：山田、宮尾、黒田、志渡、柴田、垰田、田村、波川、西

山、山崎、石竹（以上、理事） 北原、千田（以上、監事） 

出席者（１１名）で、成立。 

理事長挨拶：山田裕一先生 

議事１．第５６回日本社会医学会総会（久留米）について 石竹

理事・学会長からの報告 左記の内容が報告され議論された。 

議事２．２０１４年度の組織と会計の現状 

 別紙の報告が事務局長からなされた。各年度の会費の納入

状況を明らかにして、会費の納入の遅れを取り戻す活動がうな

がされた。 

議事３．機関誌「社会医学研究」の現状と展望 

 別紙、櫻井編集委員長からの書面の報告が行なわれた。本年

６月に、３２巻２号が発行される見通しについて報告された。 

自衛隊員の健康状態についての社会医学研究の論文につい

て、軍事研究である、とのレターの査読について、意見が書面

でだされた。提出者の西山理事が説明した。議論のうえで、社

会医学研究の編集委員会のマターであり、通常のとおり、査読

を行ない、「編集長へのレター」の形式で、学術論文にふさわし

いものとなれば、掲載する方向となった。 

議事４．第５７回日本社会医学会総会（京都）の準備とその後の

総会開催地について 垰田理事からの報告 

 ２０１６年８月６日（土）～７日（日）に、京都・二条駅前の佛教大

学二条キャンパスにおいて、開催の予定である。会場の予約は

すでに完了。 

２０１７年第５８回総会は、オール北海道の力で、開催を期して

準備をおこなっている、との志渡理事からの報告があった。その

ために、学会長にふさわしい人材の入会やネットワークづくりを

行なっている。 

議事５．２０１６年春の役員選挙に向けて 

選管委員長の選出を行い、満場一致で、田村理事を選出した。 

議事６．新事務局と倫理審査委員会など各種委員会の今後  

宮尾事務局長・波川倫理審査委員長より報告 

 現・名大の事務局は２年後の教授定年により、移転せざるをえ

ない。２０１６年の役員選挙が、いい時機なので、ここで、理事

長・事務局など一新させたい。 

議論の結果、事務局移転の時機である。関西圏を念頭に、理事

長・事務局など候補を検討していく。 

 波川理事より、本学会の研究倫理審査委員会の発足後３年間

の審査状況が報告された。３件の承認・条件つき承認、と１件の

再申請要請が実績として報告された。 

 文部科学省・厚生労働省の倫理審査委員会に関する新指針

の発表に際して、本学会が設置している研究倫理審査委員会

を、持続させることの可否、方向性について、議論を行なった。 

 新指針を、「社会医学研究」の投稿規定に含める修正を行なう

ことを決定し、櫻井編集委員長に修正を依頼する。 

 その結果、学会独自に委員会を有することは、今後不可能で

ある、との認識で一致した。２０１５年夏の総会までに、改組案

や、倫理委員会を身近にもっていない会員のためのサービスの

向上など、今後の方向を検討し、総会で決定することとなった。 

その後（理事会後）、小橋評議員（倫理審査委員・独協医大主

任教授）から、公的な倫理審査委員会が全国数ヶ所に設置され

る方向であり、そことのコラボで、会員サービスを行なう組織に衣

替えする方向が提案されている。 

 

久留米市内のホテル 7月 25日（土）1人 1泊の最低料金 

ホテルニュープラザ久留米  3,981 

久留米ホテル エスプリ  6,900 

グリーンリッチホテル久留米 4,861 

久留米ワシントンホテルプラザ 4,296 

ホテルマリターレ創世 久留米 7,870 

久留米ステーションホテル  5,277 

ホテルセントラルイン  3,888 

ホテルセレクトイン久留米  3,962 

エンナンホテル    4,814 

東横イン 西鉄久留米駅東口 5,300 

クルメターミナルホテル  3,703 

ビジネスイン・シーガル  3,333 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５６回日本社会医学会総会は久留米大学医学

部が会場です。 
 

事務局：久留米大学環境医学講座 森松嘉孝 

e-mail: yoshitaka_morimatsu@med.kurume-u.ac.jp 

TEL: 0942-31-7552 

【交通案内】 

①JR九州：博多駅より九州新幹線（２駅）では 17分で久

留米駅（1,590円）。 

JR鹿児島本線快速なら、36分で久留米駅（760円）。 

【JR久留米駅から】●バス 約 7分…高専方面行（8番）

「大学病院」下車。 ●タクシー 約 5分…約 720円 

 

②私鉄（西鉄大牟田線）：西鉄福岡駅（天神）から、西鉄

久留米は特急（620円）で 30分。 

【西鉄久留米駅から】●バス 約 15 分 …4 番乗り場 大

学病院行（終点）、 高専方面行「大学病院」下車 

●タクシー 約 10分 … 約 1140円 

【自家用車】●九州自動車道 久留米ＩＣから 約 10～15

分 

●九州自動車道 鳥栖ＩＣから 約 20～25分 

【福岡空港から】●バス福岡空港→（高速バス約 45分）

→西鉄久留米駅→（タクシー約 10分）→久留米大学病院 

●電車福岡空港駅→（地下鉄約 7分）→博多駅→（JR鹿

児島本線特急・快速約 30 分）→JR 久留米駅→(タクシー

約 5分)→久留米大学病院 

●タクシー福岡空港→（タクシー約 45分）→久留米大学

病院 

社会医学研究・３２巻２号（2015年 6月）原稿募集 

  

５月中旬までに、よく練られた原稿（１往復の査読で

ＯＫが出るような原稿）が櫻井尚子編集委員長のも

とに、投稿されるならば、社会医学研究３２巻２号

（２０１５年６月発行）に掲載される可能性があり

ます。また、掲載されなくても、受理（アクセプト）

されれば、「掲載証明」が発行されますので、各種の

業績目録などに活用できます。 

ふるって、投稿してください。 

 
櫻井尚子（編集委員長） 

nao_sakurai(at)jikei.ac.jp   (at)は＠です。 

 

会費の納入をお願いします。 

 同封された郵便振替（00920-6-182953日本社会医学

会）の用紙で、2012 年度～2015 年度分、未納分を、

納入してください。2013年度から、会費が値上げにな

りました。会員 7千円、学生 3千円。日付の記入のな

い部分が未納分です。また、銀行振込（名古屋銀行 本

店営業部普 3761624 日本社会医学会）もあります。 

その場合、会員名と、振込口座の名前が一致していな

いことがありますので、メールやＦＡＸなどでお知ら

せください。 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 

 平成２６年１２月２２日に、文部科学省と厚生労

働省の連名で、出されました。 

趣旨：人を対象とする医学系研究については、「疫学

研究に関する倫理指針」及び「臨床研究に関する倫理

指針」により、適正な実施を図ってきた。 

近年の研究の多様化、両指針の適用関係が不明確

になってきた、研究をめぐる不正事案が発生したこ

と等を踏まえて見直しの検討を行った。 

本指針の主な内容：1）研究機関の長及び研究責任者

等の責務に関する規定 

2）いわゆるバンク・アーカイブに関する規定 

3）研究に関する登録・公表に関する規定（第 3章関

係） 研究責任者は、介入を行う研究を実施する場合

には、本指針の規定により、あらかじめ当該研究の概

要を公開データベースに登録するとともに、研究計

画書の変更及び研究の進捗に応じて適宜登録内容を

更新し、研究を終了したときは、遅滞なく当該研究の

結果を登録しなければならないこととしました。 

4）倫理審査委員会の機能強化と審査の透明性確保に

関する規定 

 委員構成、成立要件、教育・研修の規定、倫理審査

委員会の情報公開に関する規定を充実しました。 

5）インフォームド・コンセント等に関する規定 

 研究対象者に生じる負担・リスクに応じて、文書又

は口頭による説明・同意等、インフォームド・コンセ

ントの手続を整理しました。 

6）個人情報等に関する規定 

特定の個人を識別することができる死者の情報につ

いて、研究者等及び研究機関の長の責務規定を充実

しました。また、研究対象者の個人情報に限らず、研

究の実施に伴って取得される個人情報等を広く対象

とすることとしました。  

7）利益相反の管理に関する規定 

8）研究に関する試料・情報等の保管に関する規定 

 侵襲を伴い、介入を行う研究に係る情報等は、研究

終了後 5 年又は結果の最終公表後 3 年のいずれか遅

い日までの保管を新たに求めることとしました。 

9）モニタリング・監査に関する規定 

10）施行日：平成 27年 4月 1日から施行します。 

 

 


